
山形県後期高齢者医療広域連合財務規則 

 

平成 19 年４月１日 

規則第 17 号 

 

目次 

 第１章 総則（第１条－第４条） 

 第２章 予算 

  第１節 予算の編成（第５条－第 11 条） 

  第２節 予算の執行（第 12 条－第 22 条） 

 第３章 収入及び支出 

  第１節 通則（第 23 条－第 25 条） 

  第２節 収入（第 26 条－第 45 条） 

  第３節 支出負担行為（第 46 条－第 49 条） 

  第４節 支出（第 50 条－第 65 条） 

 第４章 指定金融機関等（第 66 条－第 72 条） 

 第５章 出納職員（第 73 条－第 77 条） 

 第６章 決算（第 78 条－第 80 条） 

 第７章 現金及び有価証券（第 81 条－第 84 条） 

 第８章 物品 

  第１節 通則（第 85 条－第 90 条） 

  第２節 購入（第 91 条・第 92 条） 

  第３節 出納（第 93 条－第 96 条） 

  第４節 管理（第 97 条－第 102 条） 

  第５節 雑則（第 103 条－第 106 条） 

 第９章 証拠書類等（第 107 条－第 111 条） 

 第 10 章 雑則（第 112 条－第 120 条） 

 附則 

 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号。以下「令」という。）第

173 条の２の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、財務に関して必

要な事項を定めるものとする。 

（事務処理の原則） 

第２条 予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令、条例及びこの規則の

定めるところに従い、厳正、的確かつ効率的に処理しなければならない。 

（定義） 



第３条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、次の定めるところによる。 

(1) 法 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号） 

(2) 専決規程 山形県後期高齢者医療広域連合事務代決及び専決に関する規程（平成 19年

形広連訓令第２号） 

(3) 事務局長 山形県後期高齢者医療広域連合事務局長 

(4) 各課長 各課等の長 

(5) 歳入徴収担当者 広域連合長又はその委任を受け、若しくは専決により、歳入の調定、

納入の通知及び歳入金の督促を行う者 

(6) 支出命令者 広域連合長又はその委任を受け、若しくは専決により、会計管理者に対

して支出の命令を行う者 

 （予算関係事項の合議等） 

第４条 各課長は、次に掲げる事項については、総務課長に合議しなければならない。 

(1) 国、県及び広域連合の補助事業の計画に関すること。 

(2) 予算を伴う条例、規則、告示及び訓令の制定及び改廃に関すること。 

(3) 債権及びこれに係る損害賠償金の免除並びに欠損処分に関すること。 

(4) 法第 234 条の３の規定による長期継続契約の締結に関すること。 

(5) 負担付寄附の受納に関すること。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、総務課長が必要と認める事項 

 第２章 予算 

第１節 予算の編成 

（予算の編成方針） 

第５条 事務局長は、毎年度予算の編成方針を定め、広域連合長の承認を受けなければなら

ない。 

 （予算に関する見積書等の提出） 

第６条 各課長は、前条の予算編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する見積書等のうち、

必要な書類を事務局長に提出しなければならない。 

(1) 歳入予算見積書及び歳出予算要求書 

(2) 継続費見積書 

(3) 繰越明許費見積書 

(4) 債務負担行為見積書 

(5) 地方債見積書 

(6) 一時借入金 

(7) 継続費執行状況等説明書 

(8) 債務負担行為支出予定額等説明書 

(9) 前各号に定めるもののほか、事務局長の指定する書類 

（歳入歳出予算科目の区分等） 

第７条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び歳

入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。 



２ 予算の統制その他財政の管理運営等に関し、必要があるときは、歳出に係る目をさらに

細目及び細々目に、節をさらに細節に区分するものとし、その区分に関し必要な事項は、

別に定める。 

（予算の査定） 

第８条 事務局長は、予算に関する見積書等の提出を受けたときは、その内容を審査し、必

要な調整を行い、広域連合長の査定を受けなければならない。 

（予算案等の調製） 

第９条 事務局長は、前条の規定による査定に基づき、予算案及び令第 144 条第１項の規定

による予算に関する説明書を作成し、広域連合長の承認を受けなければならない。 

（補正予算等） 

第１０条 第６条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続きについてこれ

を準用する。 

（予算の写の送付） 

第１１条 事務局長は、広域連合議会において予算を議決したとき又は広域連合長が予算の

専決処分をしたときは、ただちにその写を会計管理者に送付しなければならない。 

第２節 予算の執行 

 （予算の執行方針） 

第１２条 事務局長は、予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため、予算の執行に当た

って留意すべき事項（以下「予算執行方針」という。）を定めものとする。 

（予算執行計画、収入及び支払計画表） 

第１３条 事務局長は、予算の適正かつ厳正な執行を確保するため、予算成立後速やかに歳

入歳出予算執行計画書を作成するものとする。 

２ 各課長は、１件 500 万円以上の収入及び支払について、各月ごと前月の 20 日までに、そ

の収入及び支払計画表を事務局長及び会計管理者に通知しなければならない。 

（歳出予算の配当） 

第１４条 事務局長は、前条の規定による広域連合予算執行計画に基づき、歳出予算の当該

年度の配当額（以下「予算配当額」という。）を決定しなければならない。 

２ 事務局長は、予算配当額を決定したときは、会計管理者及び各課長に通知しなければな

らない。 

（予算執行の制限） 

第１５条 歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、負担金及

び地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行するこ

とができない。ただし、事務局長が特に認めた場合は、この限りでない。 

２ 事務局長は、前項の収入が歳入予算の金額に比して減少し、又は減少するおそれのある

ときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させることができる。 

（歳出予算の流用） 

第１６条 歳出予算の流用を行う場合は、予算流充用申請書を作成し広域連合長の決裁を受

けなければならない。 



２ 前項の規定による決裁を受けたときは、歳出予算の配当は変更があったものとみなす。

この場合、関係各課長及び会計管理者に通知しなければならない。 

（予備費の充用） 

第１７条 予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため予備費の充用を行う場合は、予算

流充用申請書を作成し広域連合長の決裁を受けなければならない。 

２ 前項の規定による決裁を受けたときは、歳出予算の追加配当があったものとみなす。こ

の場合、関係各課長及び会計管理者に通知しなければならない。 

（他経費への流用又は充用の禁止） 

第１８条 第 16 条又は前条の規定により流用又は充用を行った経費は、更に他の経費に流用

することができない。 

（科目の新設） 

第１９条 歳入歳出予算科目を新設する必要が生じたときは、科目新設要求書を作成し広域

連合長の決裁を受けなければならない。この場合、関係各課長及び会計管理者に通知しな

ければならない。 

（特別会計の弾力条項の適用） 

第２０条 法第 218 条第４項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾

力条項適用要求書により、会計管理者の合議及び広域連合長の決裁を受けなければならな

い。 

２ 前項の規定による決裁を受けたときは、歳出予算の追加配当があったものとみなす。こ

の場合、関係各課長及び会計管理者へ通知しなければならない。 

（予算の繰越し） 

第２１条 事務局長は、法第 213 条第１項の規定により繰越明許費の繰越しを行う場合又は

法第 220 条第３項ただし書の規定により事故繰越しを行う場合は、当該会計年度内に歳入

歳出予算繰越申請書又は事故繰越要求書を作成し、広域連合長の決裁を受けなければなら

ない。この場合、関係各課長及び会計管理者へ通知しなければならない。 

２ 事務局長は、令第 145 条第１項の規定により継続費の支出残額を翌年度に繰り越そうと

するときは、当該会計年度内に継続費繰越要求書を作成し、広域連合長の決裁を受けなけ

ればならない。この場合、関係各課長及び会計管理者へ通知しなければならない。 

３ 事務局長は、予算の繰越しを決定された経費について、翌年度５月 20 日までに繰越明許

費繰越計算書、事故繰越計算書又は継続費繰越計算書を作成し、広域連合長の決裁を受け

なければならない。 

４ 事務局長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、７月 31 日までに継続費精算報告

書を作成しなければならない。 

（財政運営に関する調査等） 

第２２条 事務局長は、財政の健全な運営及び予算の執行の適正を期するため、必要に応じ、

各課長に対し資料の提出若しくは報告を求め、又は予算の執行状況について調査すること

ができる。 

第３章 収入及び支出 



第１節 通則 

（収入及び支出の命令を発する期限） 

第２３条 各年度の収入及び支出の命令は、遅くとも翌年度の４月 20 日までに発しなければ

ならない。ただし、次に掲げるものにあっては、この限りでない。 

(1) 交付金、負担金、補助金、地方債その他これらに類するものの収入の命令 

(2) 負担金、補助金、交付金その他これらに類するものの支出の命令 

(3) 第 32 条の規定による戻入の命令 

(4) 第 64 条の規定による戻出の命令 

（支出命令の審査） 

第２４条 会計管理者は、支出の命令を受けたときは、これを審査し、当該命令が次の各号

のいずれかに該当するときは、その理由を付して、これを支出命令者に返送しなければな

らない。 

(1) 年度、会計又は科目に誤りがあるとき。 

(2) 金額の算定に誤りがあるとき。 

(3) 支出金額が配当額を超えているとき。 

(4) 債権者に誤りがあるとき。 

(5) 支払方法又は支払時期が適法でないとき。 

(6) 契約の締結方法が適法でないとき。 

(7) 証拠書類が完備していないとき。 

(8) 前各号に定めるもののほか、支出の内容又は手続が、法令又は契約に違反していると

き。 

（収入及び支出の整理） 

第２５条 会計管理者は、収支日計表、現在高調書、収支月計表を備え、収入及び支出の状

況を明らかにしておかなければならない。 

第２節 収入 

（歳入の調定） 

第２６条 歳入徴収担当者は、歳入を徴収するときは、令第 154 条第１項の調査を行い、当

該歳入を調定票により調定しなければならない。 

２ 前項による調定に際し、その性質上事前に調定しがたいものは、現金を領収した日をも

って調定するものとする。 

（調定の変更又は取消し） 

第２７条 歳入徴収担当者は、調定をした金額を変更し、又は取消ししなければならないと

きは、直ちにその変更の理由に基づき増加し、又は減少する金額について、前条の規定に

準じて改めて調定しなければならない。 

（納入の通知） 

第２８条 歳入徴収担当者は、歳入の調定をしたときは、直ちに納入義務者に対し、納入通

知書により納入の通知をしなければならない。ただし、第 32 条の規定により既に戻入通知



書を発している戻入金及び令第 154 条第２項に定める納入の通知を必要としない歳入にあ

っては、この限りでない。 

２ 歳入徴収担当者は、前項本文の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、令第 154

条第３項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をすること

ができる。 

(1) 各種手数料 

(2) 物品の売払代金 

(3) 前２号に定めるもののほか、特に広域連合長が必要と認める歳入 

（納入の納期限） 

第２９条 歳入の納期限は、納期限が定められているものを除き、令第 154 条第２項の規定

に基づく納入の通知を行う場合は、当該通知の日から 15 日以内において納期限を定めなけ

ればならない。 

（納入通知書等の再発行） 

第３０条 歳入徴収担当者は、納入義務者が、納入通知書を亡失し、又は汚損した旨の申し

出があったときは、再発行である旨を記載した当該通知書を交付しなければならない。 

（分割納付の調定） 

第３１条 歳入徴収担当者は、令第 171 条の６の規定により債権の履行期限を延長する特約

又は処分をした場合は、その分割納付されるべき金額について、納付期限の到来するごと

に調定しなければならない。 

（誤払金等の戻入命令） 

第３２条 支出命令者は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額を返納させるときは、戻入

票を作成し、事務局長の決裁を経て、戻入通知書により返納義務者に通知しなければなら

ない。 

２ 前項の戻入金の納期限は、戻入通知書の交付の日から 15 日以内において定めなければな

らない。 

３ 戻入金は、支出した年度の出納閉鎖期日までは当該支出した経費に戻入し、出納閉鎖後

の収入は、これを現年度の歳入としなければならない。 

（収入の更正） 

第３３条 収入済みの収入金の年度、会計又は科目の更正をするときは、歳入科目更正申請

書を作成し、会計管理者を経て、事務局長の決裁を受けなければならない。 

２ 会計管理者は、前項の歳入科目更正申請書の送付を受けた場合は、当該更正が年度又は

会計に係るものであるときは、第 63 条第３項の規定による公金振替の手続きによらなけれ

ばならない。 

（不納欠損処分） 

第３４条 歳入徴収担当者は、調定をした歳入の未納金で消滅時効の完成その他の理由によ

り、不納欠損として処分すべきものがあるときは、不納欠損申請書を作成して広域連合長

の決裁を受け、会計管理者に通知するものとする。 

（収入未済額の繰越し） 



第３５条 歳入徴収担当者は、毎会計年度において調定をした金額で、当該年度の出納閉鎖

期日までに未収納金額（前条の規定により不納欠損として処分されたものを除く。）があ

るときは、その金額を翌年度の歳入に繰り越さなければならない。 

（収納） 

第３６条 納入義務者は、歳入を納付するときは、第 28 条第１項ただし書及び同条第２項に

規定するものを除くほか、併せて納入通知書又は戻入通知書を提出するものとする。 

２ 会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関若しくは収納代理金融機関（以下「指

定金融機関等」という。）は、前項の規定による通知書により、第 26 条第１項に規定する

事項を確認した後に収納しなければならない。ただし、第 28 条第１項ただし書及び同条第

２項の規定による歳入については、その他の方法により確認し収納する。 

（小切手による収納） 

第３７条 歳入の納付に使用できる小切手は、その提示期間内に支払のため提示できるもの

で、かつ、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。 

(1) 受取人 持参人、会計管理者又は指定金融機関等 

(2) 支払人 手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託して

いる金融機関 

(3) 支払地 山形県の地域内 

（小切手受領の拒絶） 

第３８条 会計管理者又は指定金融機関等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条

の規定にかかわらず、受領を拒絶できる。 

(1) 盗難又は遺失に係る小切手 

(2) 変造の疑いがある小切手 

(3) 最近１年以内に不渡小切手を出した者を振出人とする小切手 

第３９条 削除 

第４０条 納入義務者は、無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方

債の利札で、支払期日の到来したものをもって歳入の納付をすることができる。 

２ 前項の利札にあっては、当該利札に対する利子の支払の際、課税される租税の額に相当

する金額を控除した額をもって納付金額としなければならない。 

 （解除条件付納付） 

第４１条 第 37 条及び前条に規定する証券による収納の場合において、当該証券の支払の拒

絶があったときは、その歳入は初めから納付がなかったものとみなす。この場合、会計管

理者は、当該証券をもって納付した者に対し、不渡証券通知書により通知するとともに、

領収書の返還を求めなければならない。 

 （領収書の発行） 

第４２条 歳入徴収担当者又は指定金融機関等は、第 36 条第２項本文の規定により歳入を収

納したときは、領収書を発行しなければならない。 

 （現金等の払込み） 



第４３条 歳入徴収担当者は、現金等を収納したときは、速やかに、納付書により指定金融

機関等に払い込まなければならない。 

第４４条 削除 

（督促） 

第４５条 歳入徴収担当者は、納期限までに納付しない者があるときは、当該納期限後 20日

以内に督促状を交付して督促しなければならない。 

２ 前項の督促状には、交付の日から 10 日以内において納期限を指定しなければならない。 

第３節 支出負担行為 

（支出負担行為の制限） 

第４６条 支出負担行為は、第 14 条、第 16 条、第 17 条及び第 20 条の規定による予算配当

額内並びに継続費及び債務負担行為の予算内でなければすることができない。 

 （支出負担行為書） 

第４７条 支出命令者は、支出負担行為を行うときは、支出負担行為書又は支出負担行為書

兼支出命令書により決議しなければならない。 

２ 前項の支出負担行為書又は支出負担行為書兼支出命令書には、当該支出負担行為の内容

を明らかにする書類を添付しなければならない。 

３ 支出命令者は、第１項の決議を行うときは、専決規程別表に規定する事項のうち、事務

局長以上の決裁を要するものについては、会計管理者の合議を要するものとする。 

４ 専決規程別表第３財務事項表中、課長等に対する専決区分の範囲内において支出負担す

るものに限り、支出負担行為と支出命令を併せ行うことができる。 

 （支出負担行為の整理区分） 

第４８条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要

な書類は、別表第１に定めるところによる。ただし、別表第２に掲げる経費に係る支出負

担行為にあっては、同表に定めるところによる。 

 （支出負担行為の変更又は取消し） 

第４９条 支出命令者は、支出負担行為を変更し、又は取消ししなければならないときは、

直ちに支出負担行為書を変更し、その変更に基づき増加し、又は減少する金額について、

前３条の規定に準じて決議しなければならない。 

第４節 支出 

（支出の命令） 

第５０条 支出命令者は、支出負担行為に基づき支出しようとするときは、支出命令書又は

支出負担行為書兼支出命令書を作成し、広域連合長の決裁を経て会計管理者に送付しなけ

ればならない。 

２ 前項の支出命令書又は支出負担行為書兼支出命令書には、債権者の請求書を添付しなけ

ればならない。ただし、その性質上請求書を徴することができないもの又は広域連合の一

方的行為により支出を行うものについては、この限りでない。 

３ 支出命令票又は支出負担行為書兼支出命令書には、計算の基礎を明らかにした内訳を記

載し、又はこれに代わる明細書を添付しなければならない。 



４ 資金前渡、概算払又は前金払を行うときは、支出命令書又は支出負担行為書兼支出命令

書にその区分を明確にしなければならない。 

（資金前渡） 

第５１条 令第 161 条第１項第 17 号の規定による経費は、次に掲げる経費とする。 

(1) 賃金 

(2) 職員以外の者に支給する旅費 

(3) 交際費 

(4) 送金手数料 

(5) 有料道路通行料、駐車場使用料、入場料及び会場等借上料 

(6) 損害賠償金 

(7) 講習会、研究会等の出席に際し必要とする経費 

(8) 物品を購入し、役務の提供を受け、又は食事をするために即時支払を必要とする経費 

（前渡金管理者） 

第５２条 前条の規定により資金の前渡を受ける者（以下「前渡金管理者」という。）は、

事務局長が指定する。 

２ 前項の規定により前渡金管理者の指定を受けた者が異動し、又は停職若しくは休職とな

ったときは、その地位を失う。 

（資金前渡の制限） 

第５３条 第 51 条の規定にかかわらず、随時の費用について前渡金管理者がいまだ第 56 条

の規定による精算を終えていないときは、同一の事項に係る支払のため重ねて資金前渡す

ることができない。 

（資金前渡の管理） 

第５４条 前渡金管理者は、直ちに資金前渡金の支出を要する場合又は特別の理由がある場

合のほか、銀行その他金融機関への預金等の確実な方法によって保管しなければならない。

この場合において、当該預金から生じる利息は、広域連合の収入としなければならない。 

２ 前渡金管理者は、常時その出納を明らかにしておかなければならない。 

（資金前渡の支払） 

第５５条 前渡金管理者が行う資金前渡金の支払については、支出に関する規定を準用する。 

 （資金前渡金の精算） 

第５６条 前渡金管理者は、その用件終了後５日以内に前渡金精算命令書を作成し、領収書

その他の証拠書類とともに支出命令者に提出しなければならない。 

２ 支出命令者は、前項の前渡金精算命令書の提出を受けたときは、これを精査のうえ、速

やかに会計管理者に提出しなければならない。 

３ 前渡金管理者は、精算残金があるときは、直ちに会計管理者が指定する金融機関等に払

い込み、当該領収書を前渡金精算命令書に添付しなければならない。 

４ 前渡金管理者は、弔祭料、供花料等の前渡金を精算する場合において、前渡金命令書に

添付すべき証拠書類を徴することが不適当又は著しく困難なものについては、事務局長の

支払い証明をもってこれに充てることができる。 



５ 会計管理者は、第２項の規定により受理した前渡金精算命令書を審査し、速やかに支出

命令者に返付するものとする。 

６ 事務局長は、前渡金管理者の交代があった場合において、後任者に資金前渡金を前渡す

るいとまがないと認められるときは、直ちに前任者から後任者に対して資金前渡金の精算

残金及び資金前渡整理簿の引継ぎをさせることができる。この場合においては、前渡金精

算命令書にその旨を記載しなければならない。 

（概算払） 

第５７条 令第 162 条第６号の規定による経費は、次に掲げる経費とする。 

(1) 委託金 

(2) 損害賠償金 

（概算払の精算） 

第５８条 支出命令者は、概算払をした経費については、その金額確定後５日以内に概算払

精算書を作成し、広域連合長の決裁を経て会計管理者に送付しなければならない。この場

合、支出負担行為書兼支出命令書に係る概算払精算書については、第 47 条第１項の規定に

よる支出負担行為とみなす。 

２ 前項の規定にかかわらず、広域連合長が必要と認めるときは、概算払精算票の作成期限

を延長することができる。 

３ 事務局長は、第１項の規定により精算して残金がある場合は、第 32 条の規定により返納

させなければならない。この場合において、第 32 条第１項中「戻入票」とあるのは、「概

算払精算票」と読み替えるものとする。 

４ 事務局長は、第１項の規定により精算して不足金がある場合は、第 50 条第１項の規定に

かかわらず、概算払精算票により支出しなければならない。 

（前金払） 

第５９条 令第 163 条第８号の規定による経費は、各種保険料に係る経費とする。 

 （前金払で余剰が生じた場合） 

第６０条 支出命令者は、事務及び事業等の内容等の変更を行った等で前金払で減額が生じ

た（過度しとなった）場合には、令第 159 条の規定により戻入しなければならない。 

 （口座振替払） 

第６１条 債権者は、口座振替の方法により支払を受けようとするときは、広域連合長に口

座振替依頼書又は振込先の記載された請求書を提出しなければならない。 

 （隔地払） 

第６２条 会計管理者は、令第 165 条第１項の規定による隔地払に係る支出命令を受けたと

きは、支出命令書に隔地払調書を添え、支払方法を指定して送金の手続きを行うとともに、

債権者に送金通知書を送付しなければならない。 

（振替命令） 

第６３条 広域連合長は、次に掲げる事項については、会計管理者に振替命令をするものと

する。 

(1) 各会計間又は同一会計内の収入又は支出を行う場合 



(2) 基金と各会計との間の収入又は支出を行う場合 

(3) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入又は支出を行う場合 

(4) 当該年度から支出して前年度に繰上充用する場合 

(5) 前各号のほか、広域連合長が必要と認める事項 

（誤納金又は過納金の還付） 

第６４条 歳入徴収者は、歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すときは、歳入還付命

令によるものとする。 

２ 還付金は、収入した年度の出納閉鎖期日までは当該収入した歳入から戻出し、出納閉鎖

期日後の支出はこれを現年度の歳出としなければならない。 

（更正命令） 

第６５条 広域連合長は、次に掲げる事項については、会計管理者に歳出科目更正申請票に

より更正命令をするものとする。 

(1) 所属年度、会計又は科目の誤りの訂正 

(2) 前号のほか、広域連合長が必要と認める事項 

第４章 指定金融機関等 

 （会計管理者の異動通知） 

第６６条 広域連合長は、会計管理者の異動があった場合は、直ちに会計管理者異動通知書

を指定金融機関等に送付しなければならない。 

 （印鑑の通知） 

第６７条 指定金融機関等は、公金の収納及び支払について使用する印鑑をあらかじめ会計

管理者に通知しなければならない。改印したときも同様とする。 

（収納の手続） 

第６８条 指定金融機関等は、収入金（電子納付によるものを除く）を収納したときには、

納入通知書等の各片に当該指定金融機関等の取扱印を押印し、納入者に領収書を交付しな

ければならない。 

（支払の手続） 

第６９条 指定金融機関等は、会計管理者からの支払通知を受けたときは、指定する日に債

権者に対する支払手続を行わなければならない。 

（受払額の報告） 

第７０条 指定金融機関等は、収納又は支払をしたときは、会計管理者に受払額を報告しな

ければならない。 

（指定金融機関等の備付帳簿） 

第７１条 指定金融機関等は、その取扱いにかかる収支を明確にするため、現金出納簿その

他必要と認める帳簿及び書類を備え付けなければならない。 

 （指定金融機関等の証拠書類の保管） 

第７２条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払に関する書類を会計年度別に整理し、当

該年度の翌年度から５年間保管しなければならない。 

  第５章 出納職員 



第７３条 会計管理者は、金銭出納関係の事務を補助させるため、出納員を置く。 

２ 出納員は、会計担当の職にある者をもって充てる。ただし、この職員に事故があるとき

は又はこの職員が欠けたときは、当該職員に代え、財務担当係長の職にある者を出納員と

する。 

（出納員の職務） 

第７４条 出納員は、会計管理者からその事務の一部の委任を受け、又はその命により、現

金の出納及び保管その他の会計事務をつかさどる。 

（収納金の払込み） 

第７５条 出納員は、歳入を収納したときは、速やかに、納付書により指定金融機関等に払

い込まなければならない。 

 （出納員の事故報告） 

第７６条 出納員は、職務上保管する現金等に事故を生じたときは、直ちに会計管理者に報

告しなければならない。 

２ 会計管理者は、前項の規定により報告を受けたときは、遅滞なく事実を調査し、その結

果を事務局長及び広域連合長に報告しなければならない。 

 （出納員の事務引継ぎ） 

第７７条 出納員の交代があったときは、前任者は交代の日から５日以内に取り扱った現金

及び帳簿の引継ぎを行うとともに、事務引継書を作成し、会計管理者に報告しなければな

らない。 

第６章 決算 

（決算に関する報告書の提出） 

第７８条 事務局長は、毎会計年度歳入歳出決算の会計年度中における主要な施策の成果を

説明する書類を別に定める様式により作成し、出納閉鎖後３ヶ月以内に広域連合長に提出

しなければならない。 

 （財産に関する報告書の作成） 

第７９条 事務局長は、広域連合長が別に指定する財産について毎年９月 30 日現在及び３月

31 日現在で財産報告書を作成し、９月 30 日現在のものにあっては 10 月 31 日までに、３

月 31 日現在のものにあっては４月 30 日までにそれぞれ作成しなければならない。 

（歳入不足の通知） 

第８０条 会計管理者は、会計年度経過後に至って歳入が歳出に不足するときは、直ちに事

務局長に対して通知しなければならない。 

第７章 現金及び有価証券 

（歳計現金の繰替運用） 

第８１条 会計管理者は、一般会計と特別会計間の所属現金に過不足があるときは、相互に

繰替運用することができる。この場合において、当該年度の出納閉鎖期日までに繰戻しを

完了しなければならない。 

（一時借入金） 

第８２条 一時借入金の借入れは、事務局長が会計管理者の意見を聴いて決定する。 



２ 一時借入金の借入れ及び償還は、歳計現金の出納の例により、これを行わなければなら

ない。 

３ 事務局長は、一時借入金台帳を備え、借入れ及び償還の状況を明らかにしておかなけれ

ばならない。 

（歳入歳出外現金及び保管有価証券） 

第８３条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次に掲げる区分によって整理しなければな

らない。 

(1) 保証金 

  ア 入札保証金（入札保証金に代わる有価証券を含む。） 

  イ 契約保証金（契約保証金に代わる有価証券を含む。） 

  ウ 担保金（担保金に代わる有価証券を含む。） 

  エ その他の保証金（保証金に代わる有価証券を含む。） 

(2) 保管金 

  ア 源泉徴収に係る所得税 

  イ 社会保険料等掛金 

  ウ 徴収受託金 

  エ その他の保管金 

 (3) その他 

  ア その他現金及び有価証券 

２ 会計管理者は、歳入歳出外現金及び保管有価証券については、現在高調書等により、そ

の出納を明確にしておかなければならない。 

３ 歳入歳出外現金の出納及び保管は、歳計現金の出納及び保管の例により行わなければな

らない。 

（歳入歳出外現金の会計年度） 

第８４条 歳入歳出外現金の会計年度は、現に出納を行った日の属する年度とする。 

第８章 物品 

第１節 通則 

 （物品管理事務に関する総括） 

第８５条 物品管理事務の総括は、会計管理者が行う。 

２ 会計管理者は、物品管理事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査するこ

とができる。 

 （物品出納員及び物品取扱員の設置） 

第８６条 広域連合長は、会計管理者の事務の一部を補助させるため、物品出納員及び物品

取扱員を置く。 

２ 前項の規定による物品出納員は、各課長の職にある者、物品取扱員は各課の係長の職に

ある者をもって充てる。 

 （物品出納員及び物品取扱員の職務） 



第８７条 物品出納員は、会計管理者の委任を受けて物品の出納及び保管の事務を補助し、

管理の責任を負うものとする。 

２ 物品取扱員は、物品出納員の取り扱う事務を補助する。 

 （事務引継） 

第８８条 物品出納員の交代があったときは、前任者は交代の日から５日以内に保管する物

品及び帳簿の引継ぎを行うとともに、事務引継書を作成し、会計管理者に報告しなければ

ならない。 

 （物品の分類） 

第８９条 物品は、次の区分によって分類し整理しなければならない。 

(1) 備品 

(2) 消耗品 

２ 前項各号に掲げる区分の分類は、別表第３のとおりとする。 

 （年度区分） 

第９０条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、出納した日の属する

年度とする。 

第２節 購入 

 （物品の購入） 

第９１条 物品出納員は、物品を購入するときは、支出負担行為書兼支出命令書により行う

ものとする。 

（物品の検収） 

第９２条 物品取扱員は、物品の納付があったときは、発注書、契約書等の関係書類と照合

し、その性質、形状、数量等の適否を検査し検収済の証明を行うものとする。 

第３節 出納 

 （物品の出納） 

第９３条 物品の出納は、供用、消耗、売却、破棄、亡失、購入、寄附及び保管転換等を処

理するものとする。 

 （出納簿の記録） 

第９４条 物品出納員は、物品取扱員をして物品出納簿を備えて物品の出納の記録をしなけ

ればならない。 

 （記録省略） 

第９５条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる物品については、記録を省略することがで

きる。 

(1) １冊１万円未満の図書 

(2) 消耗品。ただし、次に掲げるものを除く。 

  ア １年以上の使用又は保管に耐えるもの 

  イ 消耗品のうち、記録が必要と判断されるもの 

(3) 贈与等の目的で購入し、交付する物品 

(4) 式典及び会合等の催物の現場で消費する物品 



 （供用物品） 

第９６条 供用物品に関しては、総務課の所管とする。 

第４節 管理 

 （保管転換及び寄託） 

第９７条 物品出納員は、物品を常に良好な状態で使用し、又は処分することができるよう

整理し保管しなければならない。ただし、物品の保管上特に必要があると認めたときは、

他の物品出納員に物品を寄託することができる。 

２ 前項のただし書の規定により他の物品出納員に物品を寄託しようとするときは、あらか

じめ関係の物品出納員が協議しなければならない。 

３ 物品の保管転換及び寄託の決定があったときは、物品出納員は、物品預り書と引き換え

に当該物品を引き渡さなければならない。 

 （物品の亡失及び事故の報告） 

第９８条 物品出納員は、その保管に係る物品を亡失したとき、盗難にあったとき、又は損

傷したときは、速やかに報告書を会計管理者を経て広域連合長に提出しなければならない。 

 （備品の標示） 

第９９条 物品出納員は、備品を受け入れたときは、当該備品の品質に応じた方法で、当該

備品の所属会計、番号、品名その他必要な事項を記載した標示票を貼付しなければならな

い。ただし、備品の性質、形状等により標示票を貼付することが不適当なものについては、

この限りでない。 

 （物品の貸付） 

第１００条 広域連合以外の者に物品を貸し付けるときは、山形県後期高齢者医療広域連合

所有物貸付借用申請書を徴し、事務又は事業に支障のない範囲において貸し付けることが

できる。この場合において、借受者から広域連合所有物品借用書を徴さなければならない。 

２ 前項後段の規定は、修繕その他の理由により広域連合以外の者に物品を寄託する場合に

準用する。 

 （会計間の保管転換） 

第１０１条 物品を異なる会計間において保管転換するときは、当該会計間において有償と

して整理するものとする。ただし、当該物品の価額が５万円に達してないときは、この限

りでない。 

 （不用の決定等） 

第１０２条 物品出納員は、使用することができない物品が生じたときは、不用決定調書に

より、不用の決定をすることができる。 

２ 前項の規定により不用の決定をした場合は、売却するものとする。ただし、売却するこ

とが不利又は不適当であると認めるもの及び売却することができないものは、廃棄するこ

とができる。 

第５節 雑則 

 （寄附物品） 



第１０３条 物品の寄附の申出があったときは、物品出納員は、その意見を付し、会計管理

者を経て広域連合長の決裁を受けなければならない。 

２ 前項の寄附の申出を広域連合長が承諾したときは、物品出納員は、その旨を相手方に通

知しなければならない。 

 （占有動産） 

第１０４条 令第 170 条の５の規定による占有動産の出納保管については、当該規定により

処理するほか、占有動産出納簿を作成し、記録整理しなければならない。 

 （事務局長の監督） 

第１０５条 事務局長は、物品の管理事務について、物品出納員及び物品取扱員を監督しな

ければならない。 

 （保管物品の検査） 

第１０６条 会計管理者は、必要があると認めたときは、物品出納員の物品における出納及

び保管状況について、検査することができる。 

第９章 証拠書類等 

（領収書等） 

第１０７条 現金又は小切手により債権者に支払をするときは、支出命令書に領収印を徴さ

なければならない。 

２ 領収印は、請求者の印と同一のものでなければならない。ただし、亡失その他の理由に

より変更する旨の届出がなされた場合で、請求者と受取人とが同一人であることの確認さ

れたものについては、この限りでない。 

３ 口座振替による支払については、指定金融機関の作成する口座振替済の内容を示す書類

を徴さなければならない。 

４ 第１項の規定による領収印又は領収書を徴しがたいものについては、事務局長が作成す

る支払い証明によりこれに代えることができる。 

（代理人による請求書等） 

第１０８条 代理人をもって請求又は領収をしようとするときは、会計管理者に対し、その

都度又は会計年度ごとに委任状を提出しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、事務局長が定めるものについては、委任状の提出を略するこ

とができる。 

（証拠書類の文字及び印影） 

第１０９条 証拠書類の文字及び印影は、正確かつ明瞭でなければならない。 

２ 支出調書等の主要金額は、これを訂正してはならない。 

３ 主要金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分（金額の誤りについ

ては、その全金額）に２本線を引き、その上部に正書し、これに認印をしなければならな

い。 

４ ２枚以上をもって１通とする証拠書類で必要と認めるものについては、作成者の割印を

しなければならない。 

（証拠書類の整理） 



第１１０条 会計管理者は、収入及び支出の証拠書類を会計年度ごとに整理しなければなら

ない。 

（帳簿の訂正等） 

第１１１条 帳簿の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分（金額の誤りについ

ては、その全金額）に２本線を引き、その上部に正書し、これに認印をしなければならな

い。 

第１０章 雑則 

（地方債台帳） 

第１１２条 事務局長は、地方債台帳を備え、起債及び償還の状況を明らかにしておかなけ

ればならない。 

（事故報告） 

第１１３条 会計管理者は、その保管に係る現金又は有価証券について亡失又は損傷の事故

が生じたときは、直ちにその原因を明らかにして事故報告書を作成し、広域連合長に報告

しなければならない。 

 （賠償責任を有する職員の指定） 

第１１４条 法第 243 条の２第１項後段の規定により損害を賠償する責任を有する職員は、

次に掲げる者とする。 

(1) 支出負担行為については、支出負担行為担当者の事務を代決する者 

(2) 法第 232 条の４第１項の命令については、支出命令者の事務を代決する者 

(3) 法第 232 条の４第２項の確認及び支出又は支払いについては、会計管理者 

(4) 法第 234 条の２第１項の監督又は検査については、広域連合長又はその委任を受けた

者の命を受けて監督又は検査をする者 

（徴収又は収納を委託した私人の公表） 

第１１５条 令第 158 条第１項の規定により私人に歳入の徴収若しくは収納を委託したとき

又はその委託を取り消したときは、速やかにその旨を告示するとともに、公表しなければな

らない。ただし、１年以上長期にわたって委託するものについては、毎年度当初に公表しな

ければならない。 

（徴収又は収納を委託した私人の証票） 

第１１６条 前条の規定により徴収又は収納を委託した私人に携行させるため、本人の住所、

氏名、年齢、性別、委託に係る歳入及び委託の内容を記載した証票を交付する。 

２ 前項の証票は、毎年度当初に検証をしなければならない。 

（収納金の払込み） 

第１１７条 徴収又は収納の委託を受けた者は、歳入を徴収又は収納したときは、速やかに、

納付書により広域連合の指定金融機関等に払込まなければならない。 

（支出事務を委託した私人の公表及び証票） 

第１１８条 第 115 条及び第 116 条の規定は、令第 165 条の３第１項の規定により私人に支

出事務を委託した場合における当該私人の公表及び証票について準用する。 

（委託した支出事務の報告等） 



第１１９条 支出事務の委託を受けた者は、業務が完了したときは、速やかに、支払を証す

る書類を会計管理者に提出しなければならない。この場合において、支出しなかった資金

があるときは、当該資金を会計管理者の指定する日までに返還しなければならない。 

（委任） 

第１２０条 この規則の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。 

 

附 則（平成 19 年２月１日規則第７号） 

この規則は、平成 19 年２月１日から施行する。 

 

附 則（平成 19 年４月１日規則第 17 号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成 19 年４月１日から施行する。 

 （山形県後期高齢者医療広域連合支出負担行為に関する規則の廃止） 

２ 山形県後期高齢者医療広域連合支出負担行為に関する規則（平成 19 年形広連規則第８

号）は、廃止する。 

 

   附 則（平成 22 年２月８日規則第１号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 



別表第１（第 48 条関係） 

支出負担行為整理区分 

節 区分 支出負担行為として整

理する時期 

支出負担行為の範

囲 

支出負担行為に必要な書

類 

１ 報酬 支出命令のとき 支出しようとする当

該期間の額 

支給調書 

３ 職員手当等 同上 支出しようとする額 支給調書その他手当を支

給すべき事実の発生を証

明する書類 

４ 共済費 同上 同上 支給調書､社会保険料控

除､計算書 

７ 賃金 同上 同上 支給調書､出勤簿 

８ 報償費 支出命令のとき（契約

を締結するとき） 

同上 支給調書 

９ 旅費 同上 同上 旅行命令票 

10 交際費 同上 同上 請求書 

11 需用費 契約を締結するとき、

又は支出命令のとき、

又は請求のあったとき 

契約金額､支出しよ

うとする額又は請求

金額 

契約書又は請書､入札

書、見積書又は請求書等 

12 役務費 同上 同上 同上 

13 委託料 同上 契約金額又は請求

金額 

同上 

14 使 用 料 及 び 

賃借料 

同上 同上 同上 

15 工事請負費 契約締結のとき 契約金額 設計書､仕様書図面､契約

書又は請書､入札書、見

積書又は請求書等 

16 原材料費 同上 契約金額又は請求

金額 

契約書又は請書､入札

書、見積書又は請求書等 

17 公 有 財 産 購 

入費 

同上 同上 契約書又は請書､入札書

又は見積書､登記関係書

類 

18 備品購入費 同上 同上 契約書又は請書､入札

書、見積書又は請求書等 

19 負担金､補助

金及び交付金 

請求のあったとき、又は

交付を決定するとき 

 申請書､交付決定通知書､

実績報告書、請求書等 

20 扶助費 支出決定のとき 支出しようとする額 計算書等 

21 貸付金 同上 貸付けに要する額 契約書又は借用証書､申



備考 

 １ 支出負担行為の決裁区分は、専決規程に定めるところによる。 

 ２ 支出負担行為に必要な書類のうち、事務局長が必要がないと認める書類は省略することができ

る。 

請書 

22 補償､補填､及

び賠償金 

支払期日又は支出決

定のとき 

支出しようとする額 契約書又は承諾書､請求

書､判定書謄本 

23 償還金利子及

び割引料 

同上 同上 請求書､計算書 

24 投資及び出資

金 

支出決定しようとすると

き 

投資又は出資に要

する額 

申請書又は申込書 

25 積立金 同上 積立をしようとする

額 

計算書等 

26 寄附金 支出決定のとき 支出しようとする額 申込書写し 

27 公課費 同上 同上 納付書等 

28 繰出金 同上 同上 決裁書等 



別表第２（第 48 条関係） 

支出負担行為整理区分 科  目 

支出負担行為として決裁

を受ける時期 

支出負担行為の範囲 支出負担行為に必要

な書類 

１ 資金前渡 資金前渡をしようとすると

き 

資金前渡に要する額 内訳書 

２ 概算払 概算払をしようとするとき 概算払に要する額 内訳書 

３ 繰替払 繰替払命令をしようとする

とき 

繰替払をしようとする

額 

繰替払調書 

４ 過年度支出 過年度支出をしようとする

とき 

過年度支出に要する

額 

請求書、内訳書 

５ 繰越し 当該繰越分を含む支出負

担行為を行おうとするとき 

繰越しをした額 契約書 

６ 返納金の戻入 戻入の通知をするとき 戻入する額 内訳書 

７ 債務負担行為 債務負担を行うとき 債務負担行為の額 契約書類その他関係

書類 

 



別表第３（第 89 条関係） 

物  品  分  類  表 

大分類 中分類 小分類 例示品目 

１  机類 両袖机 片袖机 応接用机 脇

机 平机 各種テーブル その

他これらに類するもの 

２  いす類 事務用椅子 応接用ソファー

パイプチェア 安楽イス 長イス

その他これらに類するもの 

３  たな類 整理棚 軽量棚 食器棚  各種

書庫 各種ロッカー 保管庫 レ

ターケース 各種キャビネット

金庫 傘立て その他これらに

類するもの 

４  ついたて類 パーテーション その他これらに

類するもの 

５  通信器具類 電話器 ＦＡＸ その他これらに

類するもの 

６  冷暖房器具類 ルームクーラー ヒーター類

扇風機等 その他これらに類す

るもの 

７  清掃器具類 掃除機 その他これらに類するも

の 

８  厨房器具類 冷蔵庫 電気ポット その他これ

らに類するもの 

９  車両整備工具類 機械・電気工具 車両ジャッキ

その他これらに類するもの 

１ 庁用機械器具 

１０ その他 その他の庁用機械器具 

１  プリンタ類 レーザプリンタ その他これらに

類するもの 

２  コンピュータ類 パソコン 外付けハードディスク

ルータ スイッチングハブ 財務

会計システム・機器 運用管理

サーバ 各種ドライブその他これ

らに類するもの 

１ 備品 

２ 事務用機器 

３  書類整理器具類 ペーパーカッター 強力パンチ

パウチ ラベルライター その他

これらに類するもの 



４  印判類 公印 その他これらに類するもの

５  その他 その他の事務用機器 

１  事務用図書 10,000 円以上の図書 

２  事業用図書 10,000 円以上の図書 

３ 図書 

３  その他 その他の図書 

２ 消耗品   用紙 紙製品 印刷物 文具

被服 雑誌類 燃料 油脂 工

具 庁用器具 巻尺類 その他

前掲各分類に該当しないもの 

 


